
 山鹿市行政組織規則の一部を改正する規則をここに公布する。 

 

令和７年３月３１日 

 

山鹿市長 早 田 順 一   

 

山鹿市規則第２０号 

 

山鹿市行政組織規則の一部を改正する規則 

 

 山鹿市行政組織規則（平成１７年山鹿市規則第６号）の一部を次のように改正する。 

 第１条第３項中「別に定めるところにより部に総室を、」を「次の表の第１欄に掲げる」

に改め、「課に」の次に「、それぞれ同表の第２欄に掲げる」を加え、「置く」を「置き、

当該室の分掌事務は同表の第３欄に掲げるとおりとする」に改め、同項に次の表を加える。 

課 室 分掌事務 

総務部人権啓発課 男女共同参画推進室 (1) 男女共同参画に係る総合的な施策の立

案、調査及び調整に関すること。 

(2) 男女共同参画の推進に関すること。 

(3) 男女平等の意識啓発に関すること。 

商工観光部商工政

策課 

工業団地建設室 (1) 工業団地の用地の取得に関すること。 

(2) 工業団地の整備に関すること。 

(3) 工業団地の建設に関すること。 

建設部都市整備課 住宅政策室 (1) 市営住宅の入居、退去その他の管理に

関すること。 

(2) 市営住宅の使用料に関すること。 

(3) 市営住宅の整備に関すること。 

(4) 住宅に関する総合的な政策の企画及び

立案並びに推進に関すること。 

(5) 空家等の適切な管理に関すること。 

 第５条を削る。 

 第４条の前の見出しを削り、同条第１項中「、総室」及び「、総室長」を削り、同条第

２項中「必要に応じて、部に首席審議員、次長及び部付を、総室に審議員、主幹、専門員

及び主任を、課に審議員、課長補佐、主幹、専門員、主任及び課付を、室に室長補佐、主

幹、専門員及び主任」を「別表第４に掲げる職のうち必要な職」に改め、同条を第５条と

し、同条の前に見出しとして「（職の設置）」を付する。 

 第３条の次に次の１条を加える。 

 （職員の職） 

第４条 職員の職として、別表第４に掲げる職を置く。 

２ 前項に規定する職のほか、地方公務員法（昭和２５年法律第２６１号）第２２条の３



第４項の規定に基づき任用される職員の職として、臨時的任用職員を置く。 

 第６条第２項中「第４条」を「前条」に改め、同条第３項中「必要に応じて、審議員、

センター長補佐、主幹、専門員及び主任を置く」を「職の設置については、前条の規定を

準用する」に改め、同条第４項を次のように改める。 

４ 前条の規定は、第３条第４項の事業所の職の設置について準用する。 

 第７条第１項中「、総室長」を削り、同条第２項中「次長」の次に「、政策審議員」を、

「主幹」の次に「、政策主幹」を加え、同条第５項中「、第２項の規定は政策審議員の職

務について」を削る。 

第７条の２第１項中「総務部総合戦略課」を「総務部政策調整課」に改め、「非常勤の」

を削る。 

第７条の３第２項中「に係る調整」を削り、同条の次に次の１条を加える。 

（用地対策監） 

第７条の４ 商工観光部商工政策課に、必要に応じて、用地対策監を置く。 

２ 用地対策監は、上司の命を受け、工業団地の用地の取得に関する事務を掌理する。 

第９条第１項中「別表第１」を「第１条第３項の表、別表第１」に、「分担事務」を

「分掌事務」に改め、「、総室」を削る。 

別表第１総務部の部秘書広報課の款広報係の項分掌事務の欄に次のように加える。 

 (3) 本市のイメージ戦略に係る施策の推進に関すること。 

別表第１総務部の部総合戦略課の款を次のように改める。 

政策調整課 政策調整係 (1) 市行政に関する総合的な政策の企画及び立

案に関すること。 

(2) 市長の特命事項の調査、研究、調整等に関

すること。 

(3) 重要施策の企画及び調整並びに推進に関す

ること。 

(4) 過疎地域持続的発展計画及び辺地に係る総

合整備計画に関すること。 

(5) 定住自立圏構想その他広域連携に関するこ

と。 

(6) 国土利用計画法（昭和４９年法律第９２

号）の規定による土地に関する権利の移転等

に関すること。 

(7) 公有地の拡大の推進に関する法律（昭和４

７年法律第６６号）の規定による土地の先買

いに関すること。 

(8) 地価の公示に関すること。 

別表第１総務部の部総務課の款行政係の項中第１０号を削り、第１１号を第１０号とし、

第１２号を第１１号とし、同項第１３号中「指定管理者制度」を「指定管理者の選定」に

改め、同号を同項第１２号とし、同項中第１４号から第１６号までを１号ずつ繰り上げる。 

別表第１福祉部の部健康増進課の款保健総務係の項中「保健総務係」を「健幸都市推進



係」に改め、第４号を第５号とし、第３号を第４号とし、第２号を第３号とし、第１号の

次に次の１号を加える。 

 (2) 健幸都市に関する総合的な施策の企画及び立案並びに推進に関すること。 

別表第１商工観光部の部商工課の款中「商工課」を「商工政策課」に改め、同款の商工

係の項中「商工係」を「商工政策係」に改め、同款商工係の項を次のように改める。 

商工政策係 (1) 商業の振興に関すること。 

(2) 中心市街地の活性化に関すること。 

(3) 適正な計量の実施の確保に関すること。 

(4) 企業の誘致及び支援に関すること。 

(5) 中小企業の経営の安定及び向上その他支援

に関すること。 

(6) 工業及び鉱業に関すること。 

(7) 起業の促進に関すること。 

(8) 雇用及び労働一般に関すること。 

(9) 消費生活相談その他の一般消費者の利益の

保護に関すること。 

 別表第３の次に次の１表を加える。 

別表第４（第４条、第５条、第９条関係） 

部長 首席審議員 次長 政策審議員 課長 センター長 審議員 室長 課長補佐 

センター長補佐 室長補佐 主幹 政策主幹 係長 専門員 主任 主査 参事 主

任主事 主任技師 主事 技師所長 館長 園長 副館長 副園長 主任保健師 主

任管理栄養士 主任栄養士 主任保育教諭 主任保育士 主任調理師 保健師 管理

栄養士 栄養士 保育教諭 保育士 調理師 部付 課付 センター付 政策参与 

危機管理監 用地対策監 

 

   附 則 

１ この規則は、令和７年４月１日から施行する。 

 （山鹿市附属機関に関する規則の一部改正） 

２ 山鹿市附属機関に関する規則（令和２年山鹿市規則第３号）の一部を次のように改正

する。 

  別表中「総務部総合戦略課」を「総務部政策調整課」に改める。 

（山鹿市一般職の職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則の一部改正） 

３ 山鹿市一般職の職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則（平成１７年山鹿市規則第

４３号）の一部を次のように改正する。 

  別表第１の３級の項中「隣保館長」を「館長、副館長」に、「保育園副園長又は主任」

を「保育園副園長、主任又は参事」に改め、同表４級の項中「隣保館長」を「館長」に

改め、同表５級の項中「支所のセンター長補佐又は局長補佐」を「館長、主幹又は政策

主幹」に改める。 

（山鹿市職員管理職手当支給規則の一部改正） 



４ 山鹿市職員管理職手当支給規則（平成１７年山鹿市規則第４５号）の一部を次のよう

に改正する。 

  別表第１の市長部局の部中「 総室長」を削り、同表教育委員会事務局の部中「次長 

首席教育審議員」を「次長 政策審議員 首席教育審議員」に改める。 

 （山鹿市人材育成基金条例施行規則の一部改正） 

５ 山鹿市人材育成基金条例施行規則（平成１７年山鹿市規則第２９号）の一部を次のよ

うに改正する。 

  第４条中「総務部総合戦略課」を「総務部政策調整課」に改める。 

（山鹿市職員の職の設置に関する規則の廃止） 

６ 山鹿市職員の職の設置に関する規則（平成１７年山鹿市規則第３０号）は、廃止する。 


